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県　税　の　内　容
個人県民税

　個人県民税と市町村民税は、併せて「個人住民税」と呼ばれています。
　個人住民税は、均等の額によって負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割との二本立てとなっています。

１月１日現在県内に住所、事務所（事業所）、家屋敷を持っている個人です。納  め  る  人

※退職所得や土地建物の譲渡所得等は給与所得・事業所得などとは区別して別の方法で計算し課税されます。
※令和6年度からは、個人の県民税・市民税とあわせて森林環境税（国税）1,000円が課税されます。

納  め  る  額 個　人　住　民　税

個人県民税 個人市町村民税

均　等　割 1,000 円 3,000 円

所　得　割 課税所得金額の4％ 課税所得金額の6％

課　 税
　●均等割、所得割とも非課税の場合
　　①生活保護法による生活扶助を受けている方
　　②障がい者、未成年者 、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
　　（寡婦およびひとり親のうち、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある方は対象外とします。）

※

　　③前年中の合計所得金額が下記の額以下の方
　　　市町の条例で定める額 ×（本人＋ 同一生計配偶者＋扶養親族の数）＋ 加算額（市町の条例で定める額）＋10万※

〔福井市：３１.５万円　その他１６市町：２８万円〕 〔福井市：１８.９万円　その他１６市町：１６.８万円〕

　●所得割のみ非課税（均等割は課税）の場合
　　④前年中の総所得金額等が下記の額以下の方
　　　３５万円×（本人＋同一生計配偶者＋扶養親族の数）＋ 加算額３２万円※＋10万
　　（注）②・③・④に該当する場合でも、退職所得にかかる分離課税の所得割は課税されます。
　　※③・④の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族がある場合のみ適用されます。

申 告と納 税　個人住民税の申告や納税などの事務は市町が行っています。
　●申　告
　毎年３月１５日までです。ただし、所得税の確定申告書を提出した方と、給与所得または公的年金等にかかる所得のみの
方は申告の必要はありません。

１．対  象  者…
２．減  税  額…
     ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において減税されます。
３．実施方法…

令和6年度分の個人住民税において、次により定額減税が実施されます。
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円

①給与からの特別徴収の場合
　令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分～令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

②普通徴収の場合
　定額減税前の税額をもとに算出された第1期分（令和6年6月分）の税額から控除し、控除しきれない場合は、
第2期分（令和6年8月分）以降の税額から、順次控除します。

③年金からの特別徴収の場合
　定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、
令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※詳しくは、お住いの市町の住民税担当課にお問い合わせください。

　●個人住民税の定額減税について

　●納　税
給 与 所 得 者 ６月から翌年５月までの毎月の給与から徴収されます。

公 的 年 金 所 得 者 ４月・６月・８月は前年度２月の税額と同額が徴収され、１０月・１２月・２月は残りの
税額の１／３ずつが徴収されます。

給与、公的年金以外の所得者 ６月・８月・１０月・１月に、年税額の１／４ずつを納付書で納めます。

※令和4年4月1日より、未成年者とは、賦課期日（1月1日）現在において18歳に達しない者をいいます。
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《所得控除》　（令和6年度適用）

《税額控除》
税額控除には、寄附金税額控除※  、外国税額控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除、住宅ローン控除※ 、および調整
控除があります。
　※ 寄附金税額控除、住宅ローン控除については、P10を参照してください。

項　　目 控　　　除　　　額

雑 損 控 除
次のいずれか多い金額
①（損失額－保険金等で補てんされた額）－（所得金額×10％）
②災害関連支出額－5万円

医 療 費 控 除
（医療費－保険金等で補てんされた額）－（「10万円」または「所得金額×5％」のいずれか少ない額）
※限度額200万円 いずれかを

選択して下
さい。医療費控除の特例

（セルフメディケーション税制）
特定一般用医薬品等購入費－保険金等で補てんされた金額－12,000円
※限度額88,000円

社会保険料控除 前年中に支払った金額
小規模企業共済等
掛 金 控 除

前年中に支払った金額

生命保険料控除

新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険
契約等）にかかる支払保険料の金額
①12,000円以下
②12,001円～32,000円
③32,001円～56,000円
④56,001円以上

①支払保険料の金額の全額
②支払保険料の金額×1/2＋ 6,000円
③支払保険料の金額×1/4＋ 14,000円
④一律28,000円

旧契約（平成23年 12月 31日以前に締結した
保険契約等）にかかる支払保険料の金額
①15,000円以下
②15,001円～40,000円
③40,001円～70,000円
④70,001円以上

①支払保険料の金額の全額
②支払保険料の金額×1/2＋ 7,500円
③支払保険料の金額×1/4＋ 17,500円
④一律35,000円

※一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の支払額を各々上の式にあてはめて算出した控除額の
合計額が、生命保険料控除額になります。（最高70,000円）

※一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて、新契約と旧契約の両方がある場合、⑴新契約のみ
で申告、⑵旧契約のみで申告、⑶新契約と旧契約の両方で申告のいずれかを選択できます。
（ただし、⑶の申告を選択した場合、控除額は最高28,000円となります。）
※介護医療保険料については、⑴新契約のみで申告となります。

地震保険料控除
（旧長期損害保険）

①地震保険料 支払った保険料の金額の1/2（限度額25,000円）

②旧長期損害保険料
（平成18年12月 31日までに契約したもの）

支払った保険料が
5,000円以下の場合

支払った保険料の全額

5,000円を超え
15,000円以下の場合

（支払った保険料の金額の合計額）
× 1/2 ＋ 2,500円

15,000円を超える場合 10,000円
③①地震保険料と②旧長期損害保険料の両方 ①と②の合計額（限度額25,000円）

障 害 者 控 除 26万円（特別障害者は30万円（同居の同一生計配偶者または扶養親族の場合は53万円））

寡 婦 控 除 26万円
・合計所得金額が500万
円以下であること

・住民票の続柄に「夫（未
届）」「妻（未届）」の記
載がある方は対象外

次のいずれかに該当する女性
・夫と死別し再婚していない人や夫が生死不明などの人
・夫と離婚し再婚していない人で子以外の扶養親族（総所得金額
等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族
でない）を有する人

ひ と り 親 控 除 30万円
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子（総所得金額
等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない）を有する人

勤 労 学 生 控 除 26万円
配 偶 者 控 除 〔最高限度額〕33万円（配偶者が７０歳以上の場合３８万円） 合計所得金額1,000万円以下の人が

該当します。P9を参照してください。配偶者特別控除 〔最高限度額〕33万円（配偶者の所得金額によって控除額が調整されます。）

扶　 養　 控　 除
扶養親族（16歳以上）１人につき33万円（19歳以上23歳未満の場合は45万円、70歳以上の場合は
38万円、同居の直系尊属で70歳以上の場合は45万円）

基 礎 控 除

43万円 前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合
29万円 前年の合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下である場合
15万円 前年の合計所得金額が2,450万円を超え、2,500万円以下である場合
0円 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合
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個人住民税に関するお知らせ

～令和6年度個人住民税の税額計算事例～
〔本人、妻、子2人（中学生13歳、高校生17歳）の場合〕

【給与収入】4,639,416円
【給与所得】3,268,800円（給与所得控除後の金額）
【所得控除】
　　社会保険料控除　　基礎控除　　　 配偶者控除　　 一般扶養控除　　　【所得控除】
　　  463,941円 ＋ 430,000円 ＋ 330,000円 ＋ 330,000円 ＝ 1,553,941円
【課税所得】

…千円未満切り捨て【課税所得】【所得控除計】【給与所得】
　　　　　　3,268,800円　－　1,553,941円　＝　1,714,859円　≒　1,714,000円

【税率】【課税所得】
【調整控除（＊参照）前の税額】1,714,000円 × 10％ ＝ 171,400円　Ⓐ

【調整控除額】【所得控除】のうち、基礎控除から一般扶養控除までの個人住民税と所得税の差の合計額

【定額減税額】 10,000 円 × 4人（本人、控除対象配偶者、扶養親族２人） ＝ 40,000 円  Ⓒ

  基礎控除　　 配偶者控除　 一般扶養控除
50,000円 ＋ 50,000円 ＋ 50,000円 ＝ 150,000円
上記の合計額 × 5％
150,000円 × 5％ ＝ 7,500円　Ⓑ

【税額】（Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ）＋ 均等割額
均等割額【調整控除額】 【定額減税額】【調整控除前の税額】

171,400 円　－　7,500 円　－　40,000円　＋　4,000 円　＝ 127,900 円
※社会保険料控除は、社会保険料として支払った保険料全額です。
※所得控除、調整控除や定額減税額は、扶養の有無、人数等により異なります。

※老人とは、前年12月末日時点で70歳以上の方をいいます。

令和6年度個人住民税

＊調整控除は、個人住民税と所得税では配偶者控除等の人的控除額に差がありますので、この差額により、
両税を合わせた負担に変動が生じないよう調整するものです。
　課税所得金額によって計算方法が異なりますので、詳しくは、お住まいの市町にお問合せください。

配偶者控除・配偶者特別控除について
　生計を一にする配偶者の合計所得金額が、下表に当てはまる場合は、配偶者控除または配偶者特別控除の適
用を受けることができます。
　ただし、納税義務者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適
用を受けることはできません。

配偶者の
合計所得金額
48万円以下

納税者本人の合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円

配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下 900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超 0円

配偶者控除 配偶者特別控除
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個人住民税の住宅ローン控除について
　所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、翌年度の個人住民税（所
得割）から控除できます。

入居年 住宅要件 控除期間 面積要件 控除額

令和4年1月 ～ 令和 7年12月

新築住宅等 13年
50㎡以上

（ただし、所得1,000万円
以下かつ令和５年以前に建
築確認を受けた新築住宅の
場合は40㎡から適用）

所得税の課税
総所得金額等
の5%（最高
9.75万円）

新築住宅等のうち認定住宅等
（※）以外の住宅で

令和６・７年に入居した場合
10年

既存住宅等 10年

※「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

寄附金控除について
❶『ふるさと納税』に係る寄附金
　ふるさとなどの地方公共団体へ適用下限額（2,000円）を超える金額の寄附をした場合には、確定申告等を行うことに
より、個人住民税額（所得割）の2割を限度に税額控除が受けられます。

❷福井県共同募金会および日本赤十字社福井県支部に対する寄附金
％01×）円000,2－金附寄（｛ ｝により算出された額が控除されます。

❸県・市町が条例で指定した社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金
％01×）円000,2－金附寄（｛ ※1 ｝により算出された額が控除されます。

　　  ※ 1 県指定の寄附金は4％、市町指定の寄附金は6％、県と市町どちらからも指定されている場合は10％を乗じます。

❶～❸の寄附金控除は、寄附金の年間合計額のうち総所得金額等の 30％以下の額までを対象として適用します。
『ふるさと納税』については、P35 も参照してください。東日本大震災に係る寄附金・義援金についても『ふるさと
納税』と同じ控除を受けられる場合があります。

【地方公共団体に対する寄附金の税額控除額の計算方法】

①と②の合計額が税額控除されます。
％01×）円000,2－金附寄るす対に体団共公方地（］分本基［①

（×）円000,2－金附寄るす対に体団共公方地（］分例特［② 44.055％～84.895％）

②の控除額は個人住民税額（所得割）の2割が上限です。
②の特例分の対象となるのは、令和元年6月1日以降、特例控除の対象となる団体として指定された

　　　 地方団体への寄附金に限られます。

寄附者に適用される所得税
率等によって異なります。
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